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六
九
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号�

一
八
八

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
四
八
八

一
　
事
実
の
概
要

　

本
件
の
事
実
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
人
（
無
職
、
当
時
四
八
歳
）
は
、
幼
い
頃
か
ら
被
告
人
ら
家
族
の
こ
と
を
見
下
す
よ

う
な
言
動
を
す
る
本
家
筋
に
当
た
る
伯
母
家
族
や
近
隣
住
民
ら
に
対
し
て
恨
み
や
憎
し
み
を
長
年
に
わ
た
り
募
ら
せ
、
態
度
次
第
で
は
こ
れ

ら
の
者
を
い
つ
か
殺
害
し
よ
う
と
包
丁
や
ガ
ソ
リ
ン
を
準
備
し
た
が
実
現
で
き
ず
に
い
た
。
平
成
一
六
年
八
月
一
日
夜
、
被
告
人
は
近
隣
住

民
と
自
宅
前
で
口
論
に
な
り
、
怒
り
の
感
情
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
近
隣
に
居
住
す
る
親
族
や
隣
人
ら
を
一
挙
に
殺
害
し
た
上

自
宅
に
放
火
す
る
こ
と
を
企
て
た
。
翌
二
日
深
夜
、
被
告
人
は
、
各
居
宅
内
等
に
お
い
て
、
順
次
八
名
の
被
害
者
に
対
し
て
殺
意
を
持
っ
て

所
携
の
骨
す
き
包
丁
二
本
を
用
い
て
突
き
刺
す
な
ど
し
て
七
名
を
失
血
死
さ
せ
て
殺
害
し
、
一
名
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
。
そ
の
直
後
、
被
告

人
は
母
と
同
居
し
て
い
た
自
宅
に
ガ
ソ
リ
ン
を
撒
く
な
ど
し
て
放
火
し
こ
れ
を
全
焼
さ
せ
た
。

　

被
告
人
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
短
気
で
些
細
な
こ
と
に
カ
ッ
と
な
っ
て
興
奮
し
や
す
い
性
格
で
あ
り
、
小
学
校
高
学
年
頃
、
精
神
科
で
て
ん

か
ん
性
性
格
と
診
断
さ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
何
ら
か
の
精
神
的
な
病
気
と
の
診
断
を
受
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
検
察
官
側
は
、
簡
易

精
神
鑑
定
を
行
っ
て
被
告
人
に
刑
事
責
任
能
力
を
問
え
る
と
判
断
し
、
殺
人
、
殺
人
未
遂
お
よ
び
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
で
起
訴
し
た
。

　

本
件
で
は
、
一
審
か
ら
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
の
有
無
お
よ
び
程
度
が
争
点
と
な
っ
た
。
弁
護
人
側
・
検
察
官
側
そ
れ
ぞ
れ
精
神
鑑
定

書
が
提
出
さ
れ
た
が
、被
告
人
が
有
す
る
精
神
疾
患
に
つ
い
て
の
鑑
定
結
果
は
異
な
っ
て
い
た
。
弁
護
人
側
の
鑑
定
（
Ａ
鑑
定
）
に
よ
れ
ば
、

被
告
人
は
、
各
犯
行
当
時
、
特
定
の
人
物
に
対
し
て
迫
害
妄
想
が
あ
り
被
害
型
の
妄
想
性
障
害
（
パ
ラ
ノ
イ
ア
）
に
り
患
し
て
い
た
と
し
た

上
で
、
Ａ
医
師
は
、
当
該
障
害
に
り
患
し
て
い
る
者
の
被
害
妄
想
を
訂
正
さ
せ
る
の
は
極
め
て
困
難
で
、
妄
想
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
領

域
に
つ
い
て
は
理
非
弁
別
能
力
が
著
し
く
侵
さ
れ
て
い
た
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
た
。
他
方
、
検
察
官
側
の
鑑
定

（
Ｂ
鑑
定
）
に
よ
れ
ば
、被
告
人
は
情
緒
不
安
定
性
人
格
障
害
お
よ
び
不
安
性
（
回
避
性
）
人
格
障
害
の
特
徴
を
併
せ
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
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志
社
法
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六
九
巻
四
号�

一
八
九

一
四
八
九

妄
想
性
障
害
に
は
り
患
し
て
い
な
い
と
し
た
上
で
、
Ｂ
医
師
は
、
被
告
人
は
一
次
妄
想
（
真
性
妄
想
）
で
は
な
く
二
次
妄
想
（
精
神
病
に
見

ら
れ
る
妄
想
と
は
区
別
さ
れ
る
心
理
的
反
応
と
し
て
の
被
害
念
慮
）
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
情
緒
不
安
定
性
人
格
障
害
と
診
断
さ

れ
る
に
と
ど
ま
る
と
し
つ
つ
、
表
出
性
言
語
障
害）

1
（

が
人
格
に
与
え
た
影
響
や
強
固
な
被
害
念
慮
が
本
件
犯
行
を
促
す
上
で
果
た
し
た
役
割
を

考
え
れ
ば
、
心
身
耗
弱
が
認
め
ら
れ
て
も
不
当
で
は
な
い
精
神
状
態
に
あ
っ
た
と
の
意
見
を
述
べ
た
。

　

こ
れ
ら
の
鑑
定
結
果
を
受
け
、
検
察
官
側
は
、
被
告
人
の
親
族
や
隣
人
に
長
年
見
下
さ
れ
た
怒
り
が
爆
発
し
た
と
い
う
動
機
は
納
得
で
き
、

犯
行
前
後
の
行
動
も
合
理
的
で
あ
り
、
被
告
人
に
は
完
全
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
と
主
張
し
て
死
刑
を
求
刑
し
た
。
他
方
、
弁
護
人

側
は
、
被
告
人
は
本
件
犯
行
当
時
、
持
続
性
妄
想
性
障
害
の
影
響
に
よ
り
心
神
喪
失
ま
た
は
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
、
仮
に
そ
う
で
は

な
く
被
告
人
が
情
緒
不
安
定
性
人
格
障
害
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
幼
児
期
の
て
ん
か
ん
性
発
作
に
関
連
し
て
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
表
出
性
言

語
障
害
が
被
告
人
の
人
格
形
成
の
偏
り
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
、
特
定
の
隣
人
を
対
象
と
す
る
憎
悪
や
被
害
念
慮
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば
、
被
告
人
は
本
件
犯
行
当
時
、
心
神
耗
弱
状
態
に
あ
っ
た
な
ど
と
主
張
し
て
無
罪
か
死
刑
回
避
の
減
刑
を
求
め
た
。

第
一
審
　
神
戸
地
裁
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
判
決
判
例
時
報
二
〇
五
三
号
一
五
〇
頁

　

一
審
は
、
本
件
に
至
る
経
緯
や
犯
行
状
況
等
を
認
定
し
た
後
、
Ａ
・
Ｂ
両
鑑
定
の
信
用
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
の
中
で
、
妄
想
性
障

害
に
い
う
﹁
妄
想
﹂
は
、
現
実
で
の
出
来
事
に
関
連
す
る
こ
と
が
妄
想
内
容
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
現
実
で
は
明
ら
か
に
あ
り
得
な
い

内
容
を
訂
正
不
能
な
形
で
確
信
す
る
こ
と
を
い
う
と
し
て
、
本
件
で
両
鑑
定
の
採
否
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
被
告
人
が
抱
い
て
い
た
観

念
や
認
識
内
容
が
事
実
関
係
か
ら
考
え
て
あ
り
得
な
い
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
被
告
人
の
人
格
特
徴
お

よ
び
認
識
内
容
と
そ
の
評
価
を
検
討
し
、
被
告
人
の
認
識
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
隣
人
か
ら
理
不
尽
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
て
こ

れ
ら
の
者
に
つ
い
て
殺
意
を
抱
い
た
こ
と
は
、
被
告
人
の
立
場
に
置
か
れ
た
通
常
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
く
こ
と
は
あ
り
必
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一
四
九
〇

ず
し
も
現
実
と
程
遠
い
考
え
で
あ
る
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
被
告
人
が
妄
想
を
抱
い
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
Ａ
鑑
定
を
採
用
で

き
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
神
戸
地
裁
は
、
被
告
人
の
親
族
や
近
隣
住
民
ら
に
対
す
る
被
害
的
認
識
を
妄
想
で
は
な
く
被
害
念
慮
あ
る
い
は

妄
想
様
観
念
で
あ
る
と
す
る
Ｂ
鑑
定
は
前
提
事
実
を
適
切
に
評
価
し
た
合
理
的
な
判
断
で
あ
り
、
被
告
人
は
、
本
件
犯
行
当
時
、
妄
想
性
障

害
に
り
患
し
て
お
ら
ず
、
情
緒
不
安
定
性
人
格
障
害
に
不
安
性
（
回
避
性
）
人
格
障
害
の
特
徴
を
併
せ
有
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
認
定
し

た
。
な
お
、
Ｂ
鑑
定
に
お
い
て
、
被
告
人
の
養
育
環
境
は
劣
悪
で
あ
り
、
表
出
性
言
語
障
害
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
限
定
責
任
能
力

を
認
め
る
余
地
も
あ
る
旨
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
理
由
に
限
定
責
任
能
力
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判

断
し
た
。

　

以
上
を
総
合
し
て
、
一
審
は
、
本
件
各
犯
行
は
被
告
人
の
形
成
し
て
き
た
人
格
障
害
の
影
響
の
ほ
か
、
被
害
者
ら
に
対
す
る
憎
悪
や
被
害

念
慮
等
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
て
ん
か
ん
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
表
出
性
言
語
障
害
等
の
影
響
に
つ
い
て
も
責
任
能
力
の
著
し

い
低
下
を
招
く
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
被
告
人
に
は
本
件
各
犯
行
当
時
、
完
全
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
神
戸

地
裁
は
、
本
件
各
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
犯
行
態
様
こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
残
虐
性
、
非
情
性
、
結
果
の
格
別
の
重
大
性
、
遺
族
の
被

害
感
情
の
厳
し
さ
、
社
会
的
影
響
、
犯
行
後
の
情
状
等
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
の
罪
責
は
あ
ま
り
に
も
重
大
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
有
利
な

情
状
を
最
大
限
考
慮
に
入
れ
て
も
、
罪
刑
の
均
衡
、
特
別
予
防
、
一
般
予
防
等
の
見
地
か
ら
し
て
被
告
人
に
対
し
て
は
極
刑
を
も
っ
て
臨
む

し
か
な
い
と
判
断
し
て
求
刑
通
り
被
告
人
に
死
刑
を
言
い
渡
し
た
。

　

弁
護
人
側
は
、
①
裁
判
所
が
採
用
し
た
Ｂ
鑑
定
に
よ
る
と
、
人
格
障
害
に
加
え
て
強
固
な
被
害
念
慮
が
あ
れ
ば
被
告
人
に
限
定
責
任
能
力

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
に
は
理
由
の
く
い
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
、
②
Ａ
、
Ｂ
両
鑑
定
と
も
、
本
件
各
犯
行
当
時
の

被
告
人
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
限
定
責
任
能
力
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
て
被
告
人
の
完
全
責
任
能
力
を
否
定
し
て
い
る
の
に
、
原
判
決
は

Ｂ
鑑
定
の
一
部
の
み
に
依
拠
し
た
上
で
完
全
責
任
能
力
を
認
定
し
て
お
り
、
精
神
医
学
者
の
鑑
定
意
見
を
無
視
し
て
い
る
点
で
後
述
の
最
高
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
一

一
四
九
一

裁
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
判
決）

2
（

の
趣
旨
に
反
し
て
い
る
こ
と
、
③
被
告
人
は
、
本
件
各
犯
行
当
時
、
妄
想
性
障
害
に
り
患
し
心
神
耗
弱
の

状
態
に
あ
っ
た
の
に
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
原
判
決
に
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
事
実
の
誤
認
が
あ
る
と
し
て
控
訴

し
た
。

第
二
審
　
大
阪
高
裁
平
成
二
五
年
四
月
二
六
日
判
決Lex/D
B

文
献
番
号
二
五
五
四
〇
六
七
〇

　

二
審
で
は
、
新
た
に
選
任
さ
れ
た
Ｃ
医
師
に
よ
っ
て
一
審
の
二
つ
の
鑑
定
意
見
に
つ
い
て
の
鑑
定
が
実
施
さ
れ
た
。
Ｃ
医
師
は
、
被
告
人

は
遅
く
と
も
事
件
の
二
年
前
に
は
妄
想
性
障
害
（
被
害
型
）
に
り
患
し
て
い
た
と
診
断
さ
れ
、
周
囲
と
の
軋
轢
が
強
ま
る
中
で
被
害
妄
想
に

基
づ
く
恨
み
や
怒
り
が
次
第
に
募
っ
て
衝
動
性
や
攻
撃
性
が
亢
進
し
て
い
た
状
態
に
あ
り
、
近
隣
住
民
と
の
口
論
を
契
機
と
し
て
被
害
妄
想

の
対
象
者
に
対
す
る
殺
意
を
抱
き
本
件
犯
行
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
犯
行
時
の
被
告
人
は
妄
想
性
障
害
に
よ
り
判
断
能

力
に
著
し
い
程
度
の
障
害
を
受
け
て
い
た
と
し
て
限
定
責
任
能
力
を
示
唆
し
た
。

　

大
阪
高
裁
は
、
本
件
の
具
体
的
事
実
関
係
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
各
鑑
定
の
内
容
お
よ
び
原
判
決
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
上
で
、
弁
護
人
側
の
三

点
の
主
張
に
つ
き
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
。
第
一
に
、
理
由
の
く
い
ち
が
い
に
つ
い
て
は
、﹁
被
告
人
の
精
神
状
態
が
刑
法
三
九
条

に
い
う
心
神
喪
失
又
は
心
神
耗
弱
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
法
律
判
断
で
あ
っ
て
、専
ら
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
﹂

と
す
る
最
高
裁
昭
和
五
八
年
九
月
一
三
日
決
定）

3
（

を
確
認
し
た
上
で
、
最
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
八
日
決
定）

4
（

を
参
照
判
例
に
あ
げ
て
、﹁
原

判
決
が
、
被
告
人
の
精
神
状
態
の
生
物
学
的
要
素
及
び
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
Ｂ
鑑
定
に
基
づ
い
て

認
定
す
る
一
方
で
、
法
律
判
断
で
あ
る
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
鑑
定
に
お
い
て
限
定
責
任
能
力
を
認
め
ら
れ
て
も
不
当
で
は
な
い
と
の

参
考
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
部
分
に
事
実
的
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
被
告
人
の
犯
行
当
時
の
病
状
、
犯
行
前
の
生
活

状
態
、
犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を
総
合
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
、
法
律
上
な
ん
ら
不
当
な
こ
と
で
は
な
﹂
く
、﹁
原
判
決
は
、
Ｂ
鑑
定
の
上
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）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
二

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
四
九
二

記
参
考
意
見
を
採
用
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
も
結
論
を
導
い
た
過
程
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
原
判
決
の
理
由
は
、
矛

盾
し
て
統
一
的
に
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
﹂
と
し
た
。
第
二
に
、
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
の
主
張
に
つ
い
て

も
、
鑑
定
人
が
責
任
能
力
の
有
無
、
程
度
に
つ
い
て
何
ら
か
の
意
見
を
表
明
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
こ
れ
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
所
論
が
引
用
す
る
最
高
裁
平
成
二
〇
年
判
決
は
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精
神
障
害
の
有
無
お
よ

び
程
度
並
び
に
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え
た
影
響
の
有
無
お
よ
び
程
度
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
た
る
精
神
医
学
者
の
意
見
を
採
用
し
得

な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
そ
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
認
定
す
べ
き
旨
を
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

超
え
て
責
任
能
力
の
程
度
の
判
断
に
つ
い
て
精
神
医
学
者
の
意
見
に
従
う
べ
き
旨
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
Ａ
、
Ｂ
両
鑑
定
は

い
ず
れ
も
限
定
責
任
能
力
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
診
断
名
を
始
め
と
し
て
全
く
相
違
し
て
お
り
、
最
高
裁
平
成
二
〇
年
判
決
と

は
前
提
が
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
退
け
た
。
第
三
に
、
事
実
誤
認
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
本
件
各
犯
行
当
時
の
被
告
人
は
、
被
害
者
ら
の
行

動
な
ど
に
対
し
て
現
実
の
状
況
を
超
え
る
誤
っ
た
認
識
や
過
剰
な
意
味
づ
け
な
ど
を
含
む
被
害
的
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
訂
正
不
能

の
揺
る
ぎ
な
い
確
信
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
二
次
妄
想
な
い
し
妄
想
様
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

し
か
し
、
被
告
人
の
強
固
な
被
害
者
意
識
と
殺
意
を
抱
い
た
経
緯
お
よ
び
本
件
各
犯
行
の
動
機
は
十
分
了
解
可
能
で
あ
り
、
二
次
妄
想
な
い

し
妄
想
様
観
念
が
妄
想
性
障
害
の
操
作
的
診
断
基
準
で
あ
る
妄
想
に
該
当
す
る
結
果
、
被
告
人
が
当
時
妄
想
性
障
害
に
り
患
し
て
い
た
と
判

断
さ
れ
る
と
し
て
も
、
被
告
人
の
妄
想
の
実
態
、
程
度
お
よ
び
被
告
人
の
性
格
傾
向
を
併
せ
て
考
察
す
れ
ば
、
本
件
各
犯
行
に
お
い
て
被
告

人
の
有
す
る
病
的
な
障
害
が
事
理
弁
識
お
よ
び
行
動
制
御
能
力
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
完
全
責
任
能

力
の
状
態
に
あ
っ
た
と
の
原
判
決
の
認
定
は
相
当
と
し
て
是
認
で
き
る
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

　

弁
護
人
側
は
、
原
判
決
は
前
掲
最
高
裁
平
成
二
〇
年
判
決
に
違
反
し
て
お
り
、
Ｃ
鑑
定
意
見
を
尊
重
し
て
心
神
耗
弱
を
肯
定
す
べ
き
で
あ

っ
た
の
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
一
審
の
結
論
を
是
認
し
た
原
判
決
に
は
甚
だ
し
い
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
上
告
し
た
。
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
三

一
四
九
三

二
　
判
旨
（
上
告
棄
却
）

　
﹁
被
告
人
の
精
神
状
態
が
心
神
喪
失
又
は
心
神
耗
弱
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
法
律
判
断
で
あ
っ
て
専
ら
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問

題
で
あ
る
が
、
責
任
能
力
判
断
の
前
提
と
な
る
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精
神
障
害
の
有
無
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え

た
影
響
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
、
専
門
家
た
る
精
神
医
学
者
の
意
見
が
鑑
定
等
と
し
て
証
拠
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
採
用

し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
、
そ
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
⋮
。
Ｃ
鑑

定
意
見
に
よ
れ
ば
、
本
件
犯
行
当
時
、
被
告
人
が
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
お
り
、
本
件
犯
行
も
一
定
程
度
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｃ
鑑
定
意
見
中
、
被
告
人
が
、
妄
想
性
障
害
に
よ
り
、
そ
の
判
断
能
力
に

著
し
い
程
度
の
障
害
を
受
け
て
い
た
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
⋮
、
こ
れ
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
と
同
様

の
判
断
を
示
し
た
上
で
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
原
判
決
の
結
論
は
、当
裁
判
所
も
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂﹁
本
件
犯
行
は
、

長
年
に
わ
た
っ
て
被
害
者
意
識
を
感
じ
て
い
た
被
告
人
が
、
⋮
被
害
者
ら
に
対
す
る
怒
り
を
募
ら
せ
、
殺
意
を
抱
く
に
ま
で
至
り
、
犯
行
前

夜
の
⋮
隣
人
と
の
口
論
を
き
っ
か
け
に
、
こ
の
際
被
害
者
ら
の
殺
害
を
実
行
に
移
そ
う
と
決
断
し
、
お
お
む
ね
数
年
来
の
計
画
ど
お
り
に
遂

行
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
は
、
合
目
的
的
で
首
尾
一
貫
し
て
お
り
、
犯
行
の
動
機
も
、
現
実
の
出
来
事
に
起
因
し
た
了
解
可
能
な

も
の
で
あ
る
。
被
告
人
が
犯
行
当
時
爆
発
的
な
興
奮
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
も
存
し
な
い
。
被
告
人
は
、
妄
想
性
障
害

の
た
め
に
、
被
害
者
意
識
を
過
度
に
抱
き
、
怨
念
を
強
く
し
た
と
は
い
え
よ
う
が
、
同
障
害
が
本
件
犯
行
に
与
え
た
影
響
は
そ
の
限
度
に
と

ど
ま
る
上
、
被
告
人
の
妄
想
の
内
容
は
、
現
実
の
出
来
事
に
基
礎
を
置
い
て
生
起
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
十
分
に
理
解
可
能
で
、
こ
れ
に
よ

り
被
害
者
意
識
や
怨
念
が
強
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、そ
の
一
事
を
も
っ
て
、判
断
能
力
の
減
退
を
認
め
る
の
は
、相
当
と
は
い
え
な
い
。﹂﹁
被

告
人
が
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
お
り
、
そ
の
障
害
が
本
件
犯
行
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
こ
と
、
被
告
人
に
前
科
が
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
四

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
四
九
四

な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
も
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
は
誠
に
重
大
で
あ
り
、
原
判
決
が
維
持
し
た
第
一
審
判
決
の
死
刑
の
科
刑
は
、
当
裁

判
所
も
こ
れ
を
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。﹂

＊
最
高
裁
平
成
二
七
年
六
月
一
〇
日
決
定Lex/D

B

文
献
番
号
二
五
五
四
〇
六
一
八

　

本
件
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
の
事
理
弁
識
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
が
著
し
く
低
下
し
て
い
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
原
判
決

は
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
と
言
え
る
な
ど
と
し
た
最
高
裁
判
決
に
対
し
、弁
護
人
側
か
ら
判
決
訂
正
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
。

し
か
し
、
最
高
裁
は
、
判
決
の
内
容
に
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
な
い
の
で
、
刑
事
訴
訟
法
四
一
七
条
一
項
に
よ
り
、
裁
判
官
全
員
一
致

の
意
見
で
本
件
申
立
て
を
棄
却
し
た
。

三
　
研
究

㈠
　
問
題
の
所
在

　

本
判
決
の
争
点
は
、
妄
想
性
障
害
を
有
す
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
の
有
無
お
よ
び
程
度
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
最
高
裁
が
妄
想
性
障

害
と
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
初
め
て
判
断
を
下
し
た
点
で
意
義
が
あ
り
、
後
述
す
る
責
任
能
力
と
精
神
鑑
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
の

近
時
の
二
件
の
最
高
裁
判
例
の
意
義
お
よ
び
射
程
を
理
解
す
る
た
め
の
素
材
と
し
て
も
有
益
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
判
例
で
あ
る
。
以
下
に
、

本
件
の
争
点
に
関
連
す
る
学
説
・
判
例
を
概
観
し
た
上
で
、
本
判
決
を
検
討
す
る
。
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
五

一
四
九
五

㈡
　
妄
想
性
障
害
と
は

　

二
審
で
実
施
さ
れ
た
Ｃ
鑑
定
で
は
、
妄
想
性
障
害
の
診
断
に
つ
き
、
米
国
精
神
医
学
会
が
作
成
し
た
精
神
疾
患
の
診
断
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
判
決
文
中
で
は
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅳ
︱
Ｔ
Ｒ
を
採
用
、
現
在
の
版
は
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
５
）
お
よ
び
世
界
保
健
機
関
が
作
成
し
た
国
際
疾
病
分
類
（
Ｉ
Ｃ

Ｄ
︱
10
）
の
診
断
基
準
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
５
で
の
妄
想
性
障
害
の
診
断
基
準）

5
（

と
診
断
典
型
例）

6
（

の
抜
粋
を
示
す
。
な

お
、
前
版
の
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅳ
︱
Ｔ
Ｒ
で
は
、
妄
想
の
主
題
に
よ
っ
て
七
型
（
色
情
型
、
誇
大
型
、
嫉
妬
型
、
被
害
型
、
身
体
型
、
混
合
型
、
特

定
不
能
型
）
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
︱
10
の
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン）

7
（

で
は
、
妄
想
あ
る
い
は
妄
想
群
は
少
な
く
と
も
三
カ
月
間

存
在
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　

297.1

（F22

）
妄
想
性
障
害
（D

elusional D
isorder

）

　
　

Ａ　

一
つ
（
ま
た
は
そ
れ
以
上
）
の
妄
想
が
一
カ
月
間
ま
た
は
そ
れ
以
上
存
在
す
る
。

　
　

Ｂ　

 

統
合
失
調
症
（290.50

（F20.9
））
の
基
準
Ａ
（
①
妄
想
、
②
幻
覚
、
③
ま
と
ま
り
の
な
い
発
語
、
④
ひ
ど
く
ま
と
ま
り
の
な
い
、

ま
た
は
緊
張
病
性
の
行
動
、
⑤
陰
性
症
状
の
う
ち
、
二
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
、
お
の
お
の
が
一
か
月
間
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
存
在

し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
①
か
②
か
③
で
あ
る
）
を
満
た
し
た
こ
と
が
な
い
。

　
　

Ｃ　

 

妄
想
ま
た
は
そ
れ
か
ら
波
及
す
る
影
響
を
除
け
ば
、
機
能
は
著
し
く
障
害
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
動
は
目
立
っ
て
奇
異
で
あ
っ
た
り

奇
妙
で
は
な
い
。

　
　

Ｄ　

躁
病
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
し
く
は
抑
う
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
妄
想
の
持
続
期
間
に
比
べ
て
短
い
。

　
　

Ｅ　

 

そ
の
障
害
は
、
物
質
ま
た
は
他
の
医
学
的
疾
患
の
生
理
学
的
作
用
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
醜
形
恐
怖
症
や
強
迫
症
な
ど

他
の
精
神
疾
患
で
は
う
ま
く
説
明
さ
れ
な
い
。

　

▼
い
ず
れ
か
（
被
愛
型
、
誇
大
型
、
被
害
型
、
身
体
型
、
混
合
型
、
特
定
不
能
型
）
を
特
定
せ
よ
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）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
六

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
四
九
六

　
　

※ 

本
件
被
告
人
が
り
患
し
て
い
た
と
さ
れ
る
被
害
型
の
妄
想
性
障
害
は
、
妄
想
の
中
心
主
題
が
、
陰
謀
を
企
て
ら
れ
て
い
る
、
だ
ま
さ

れ
て
い
る
、
見
張
ら
れ
て
い
る
、
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
毒
や
薬
を
盛
ら
れ
て
い
る
、
不
当
に
中
傷
さ
れ
て
い
る
、
嫌
が
ら
せ
を
受
け

て
い
る
、
長
期
目
標
の
遂
行
を
邪
魔
さ
れ
る
と
い
っ
た
確
信
で
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。

典
型
診
断
例

　

患
者
は
持
続
的
な
妄
想
を
有
し
て
お
り
、
一
旦
何
か
が
妄
想
の
引
き
金
を
引
く
と
、
非
論
理
的
な
結
論
を
導
く
誤
っ
た
根
拠
を
持
つ
驚
く

ほ
ど
に
奇
妙
な
信
念
を
表
明
す
る
。
妄
想
的
信
念
は
固
定
さ
れ
て
お
り
、
合
理
的
な
議
論
に
も
説
得
力
の
あ
る
反
証
に
も
抵
抗
す
る
。
し
か

し
、
精
神
病
は
し
っ
か
り
隠
し
通
す
こ
と
が
で
き
、
人
生
の
他
の
側
面
に
お
い
て
は
驚
く
ほ
ど
良
好
に
日
々
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑

事
責
任
に
関
し
て
、
妄
想
性
障
害
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
間
の
境
界
線
は
、
法
医
学
的
診
断
に
お
け
る
特
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
、
妄
想
性
障
害
は
成
人
期
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
発
症
し
、
妄
想
、
す
な
わ
ち
、
誤
っ
た
思
い
込
み
は
奇
異
な
内
容
の
も
の
で

は
な
く
、
実
生
活
で
も
起
こ
り
得
る
よ
う
な
状
況
が
含
ま
れ
る
。
本
件
被
告
人
に
該
当
す
る
被
害
型
の
妄
想
性
障
害
は
、
被
害
妄
想
が
単
一

症
候
的
に
持
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
分
に
対
し
陰
謀
が
企
て
ら
れ
て
い
る
、
見
張
ら
れ
て
い
る
、
中
傷
さ
れ
て
い
る
、
嫌
が
ら
せ
を
さ
れ

て
い
る
な
ど
と
思
い
込
み
、
ま
れ
に
、
想
像
上
の
迫
害
に
報
復
し
よ
う
と
し
て
暴
力
的
な
手
段
に
訴
え
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る）

8
（

。
犯
罪
精

神
医
学
の
見
地
か
ら
は
、
妄
想
性
障
害
と
さ
れ
る
者
は
、
通
常
み
ず
か
ら
医
療
を
求
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
周
囲
と
ト
ラ
ブ
ル
を

繰
り
返
し
、
社
会
的
・
心
理
的
に
孤
立
し
た
生
活
を
送
る
中
で
徐
々
に
被
害
感
を
強
め
て
最
終
的
に
重
大
な
犯
罪
に
至
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
、

特
に
、
被
害
型
や
嫉
妬
型
は
殺
人
な
ど
の
重
大
犯
罪
と
結
び
つ
き
や
す
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
妄
想
性
障
害
を
有
す
る
者
の
刑
事
責
任
能

力
に
関
し
て
は
、
診
断
上
の
特
徴
と
も
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
知
的
活
動
は
保
た
れ
、
妄
想
以
外
の
分
別
は
十
分
に
あ
り
、
思
考
や
行
動
も

首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
見
上
の
正
常
さ
や
妄
想
内
容
の
現
実
親
近
性
が
周
囲
に
過
剰
な
了
解
を
さ
せ
う
る
例
が
あ
る
こ
と
が
指
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
七

一
四
九
七

摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、﹁
見
せ
か
け
の
了
解
可
能
性
の
問
題
﹂
と
し
て
判
定
に
は
慎
重
な
注
意
を
要
し
、
動
機
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
妄
想
が
ど
の
よ
う
な
確
信
度
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
妄
想
を
抱
く
に
至
る
ま
で
の
機
序
、
本
人
の
パ

ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
な
ど
多
角
的
な
視
点
か
ら
整
理
・
検
討
す
べ
き
で
あ
る）

9
（

。

㈢
　
判
例

　

妄
想
性
障
害
は
、
妄
想
型
統
合
失
調
症
と
は
異
な
り
、
妄
想
が
特
定
の
対
象
に
限
定
し
て
生
じ
、
妄
想
の
影
響
も
そ
の
部
分
に
限
ら
れ
、

そ
の
余
の
部
分
に
関
し
て
は
健
常
人
と
同
様
の
社
会
生
活
を
送
り
得
る
の
で
、﹁
妄
想
の
犯
行
に
対
す
る
支
配
の
有
無
・
程
度
﹂
が
責
任
能

力
を
判
断
す
る
際
の
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る）
₁₀
（

。

　

左
記
の
表
は
、
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
検
索
で
き
た
範
囲
で
の
妄
想
性
障
害
を
有
す
る
者
の
刑
事
責
任
能
力
が
争
わ
れ
た
判
例
の
一
覧

で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
診
断
基
準
に
お
い
て
妄
想
性
障
害
と
妄
想
型
統
合
失
調
症
は
区
別
さ
れ
る
た
め
、
妄
想
型
統
合
失
調
症
は
除
外

し
て
い
る
。
な
お
、
妄
想
性
障
害
は
診
断
名
・
診
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
変
遷
が
あ
り
、
本
判
決
と
同
じ
診
断
名
・
診
断
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
っ
た

の
は
、
Ｄ
Ｓ
Ｍ
で
は
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅲ
︱
Ｒ
（
昭
和
六
二
年
、
日
本
語
訳
は
翌
年
に
出
版
）
以
降
で
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る）
₁₁
（

。

判
決
年
月
日

事
件
名

診
断
名

責
任
能
力

備
考

①

東
京
地
判
昭
四
九
・
一
二
・
一
三

殺
人

パ
ラ
ノ
イ
ア
（
妄
想
病
）

心
神
喪
失

②

東
京
高
判
昭
五
六
・
六
・
二

殺
人
等

パ
ラ
ノ
イ
ア

限
定
責
任
能
力

上
告

③

東
京
地
判
昭
五
七
・
七
・
二
〇

殺
人
未
遂
、
現
住
建
造
物

放
火
未
遂

パ
ラ
ノ
イ
ア
（
妄
想
病
）

心
神
喪
失

控
訴

④

最
決
昭
五
八
・
五
・
六

殺
人
未
遂

パ
ラ
ノ
イ
ア

限
定
責
任
能
力
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
八

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
四
九
八

⑤

高
松
高
判
昭
五
九
・
一
二
・
四

殺
人
等

パ
ラ
ノ
イ
ア
（
妄
想
病
）

限
定
責
任
能
力

無
期

⑥

大
阪
地
判
平
一
・
六
・
二
八

傷
害

重
度
の
パ
ラ
ノ
イ
ア

心
神
喪
失

⑦

千
葉
地
判
平
二
・
一
〇
・
一
五

殺
人

重
度
の
妄
想
性
障
害

心
神
喪
失

⑧

神
戸
地
判
平
六
・
五
・
一
〇

殺
人
等

パ
ラ
ノ
イ
ア

心
神
喪
失

⑨

那
覇
地
判
平
九
・
七
・
一
八

殺
人
等

妄
想
性
障
害

心
神
喪
失

⑩

東
京
地
判
平
九
・
八
・
一
二

殺
人
等

（
被
害
）
妄
想
状
態

心
神
耗
弱

控
訴

⑪

大
津
地
判
平
一
四
・
四
・
三
〇

殺
人
等

妄
想
性
障
害
（
被
害
型
）

心
神
耗
弱

⑫

東
京
高
判
平
一
五
・
一
二
・
九

現
住
建
造
物
等
放
火
殺
人
等

妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

無
期

⑬

神
戸
地
判
平
一
七
・
一
・
二
七

現
住
建
造
物
等
放
火

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

⑭

東
京
地
判
平
一
九
・
二
・
一
四

殺
人
未
遂
等

妄
想
性
障
害

限
定
責
任
能
力

⑮

甲
府
地
判
平
一
九
・
七
・
一
九

殺
人
未
遂
等

妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

⑯

福
岡
高
那
覇
支
判
平
二
二
・
三
・
九

殺
人

持
続
性
妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

⑰

東
京
高
判
平
二
二
・
七
・
一
四

殺
人

持
続
性
妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

裁
判
員

⑱

東
京
地
判
平
二
二
・
一
二
・
二

殺
人

妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

裁
判
員

⑲

広
島
地
判
平
二
四
・
三
・
九

殺
人
等

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

無
期

⑳

高
松
地
判
平
二
四
・
一
〇
・
九

傷
害
、
殺
人

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉑

東
京
高
判
平
二
六
・
二
・
二
五

傷
害
致
死

妄
想
性
障
害
軽
度
精
神
遅
滞

完
全
責
任
能
力

裁
判
員
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

一
九
九

一
四
九
九

㉒

広
島
高
判
平
二
六
・
二
・
二
五

殺
人

妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

裁
判
員

㉓

甲
府
地
判
平
二
六
・
五
・
二
六

殺
人
未
遂

妄
想
性
障
害
適
応
障
害

心
神
耗
弱

裁
判
員

㉔

横
浜
地
判
平
二
六
・
八
・
六

傷
害
致
死

嫉
妬
型
妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉕

奈
良
地
判
平
二
六
・
一
〇
・
三
一

殺
人

妄
想
性
障
害
（
？
）

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉖

最
決
平
二
七
・
一
・
二
八

現
住
建
造
物
等
放
火

重
過
失
致
死
等

持
続
性
妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉗

最
判
平
二
七
・
五
・
二
五

殺
人
等
現
住
建
造
物
等
放
火

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

本
件

㉘

福
岡
地
小
倉
支
判
平
二
七
・
六
・
二
二

傷
害
、
殺
人
未
遂
窃
盗
等

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉙

名
古
屋
地
判
平
二
七
・
六
・
二
六

公
務
執
行
妨
害
傷
害
等

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉚

函
館
地
判
平
二
八
・
二
・
一
九

殺
人
未
遂
、
傷
害

軽
度
の
妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

㉛

広
島
高
判
平
二
八
・
九
・
一
三

殺
人
、
非
現
住
建
造
物
等
放
火

妄
想
性
障
害

完
全
責
任
能
力

裁
判
員

死
刑

㉜

福
岡
地
判
平
二
九
・
三
・
二

殺
人
未
遂
、
放
火
予
備
等

妄
想
性
障
害

心
神
耗
弱

裁
判
員

ア
　
心
神
喪
失
事
例

　

⑦
判
例）
₁₂
（

は
、（
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅲ
︱
Ｒ
に
よ
る
）
重
度
の
妄
想
性
障
害
に
り
患
し
た
母
親
が
、
長
男
Ｓ
（
当
時
六
歳
）
の
将
来
を
悲
観
し
て
窒

息
死
さ
せ
て
殺
害
し
た
事
案
に
つ
き
心
神
喪
失
に
よ
る
無
罪
を
言
い
渡
し
た
事
例
で
あ
る
。
千
葉
地
裁
は
、
被
告
人
の
責
任
能
力
の
有
無
の

判
断
に
つ
い
て
、﹁
右
精
神
障
害
が
全
人
格
的
な
解
体
が
な
く
、
妄
想
が
中
核
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
妄
想
に
基
づ
く
行
為
以
外
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
〇

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
五
〇
〇

の
行
為
に
つ
い
て
は
通
常
責
任
能
力
を
肯
定
し
、
妄
想
に
基
づ
く
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
病
状
の
程
度
、
犯
行
の
動
機
、
態
様
、
状
況
、

犯
行
に
至
る
経
緯
等
の
諸
事
情
を
総
合
し
て
そ
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
五
九
年
七
月
三
日
決
定）
₁₃
（

で
示
さ
れ

た
従
来
の
統
合
失
調
症
者
の
責
任
能
力
判
断
の
手
法
を
踏
襲
し
、
被
告
人
が
単
に
精
神
病
に
り
患
し
て
い
る
点
の
み
な
ら
ず
、
被
告
人
の
犯

行
当
時
の
生
活
状
態
、
犯
行
の
動
機
、
態
様
等
に
つ
い
て
具
体
的
に
認
定
し
、
当
該
精
神
障
害
が
犯
行
当
時
の
被
告
人
の
精
神
状
態
に
及
ぼ

し
た
影
響
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
、﹁
被
告
人
の
妄
想
は
、
単
に
Ｓ
殺
害
の
動
機
形
成
に
つ
い
て
係
わ
っ
て
い
る
と
い
う
に

止
ま
ら
ず
、
殺
害
行
為
自
体
を
も
強
く
支
配
し
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
⋮
。
被
告
人
は
、
Ｓ
を
殺
害
す
る
際
、
こ
れ
が
殺

人
罪
と
い
う
違
法
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
一
応
認
識
し
て
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
妄
想
と
関
連
付
け
な
け
れ
ば
、
動
機
は
極

め
て
理
解
し
難
い
不
合
理
な
も
の
で
あ
り
、
殺
人
行
為
自
体
に
つ
い
て
の
意
識
及
び
そ
の
悔
悟
の
念
も
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
全
体
と

し
て
妄
想
と
い
う
精
神
障
害
に
よ
り
物
事
の
是
非
善
悪
を
弁
識
す
る
能
力
及
び
こ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
を
欠
い
て
い
た
と
認
め
る
の

は
相
当
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
⑦
判
例
は
、
妄
想
が
直
接
犯
行
を
支
配
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
動
機
形
成
に
強
く

作
用
し
、
か
つ
妄
想
自
体
突
飛
な
も
の
で
動
機
が
了
解
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
妄
想
が
犯
行
を
強
く
支
配
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
心
神

喪
失
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑨
判
例）
₁₄
（

は
、
関
係
・
被
害
妄
想
を
主
と
す
る
（
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅳ
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
︱
一
〇
に
い
う
）
妄
想
性
障
害
に
り
患

し
て
い
た
と
さ
れ
る
被
告
人
が
、
周
囲
か
ら
万
引
き
親
子
と
広
く
噂
を
さ
れ
、
そ
の
た
め
夫
の
職
場
か
ら
離
婚
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
妄
想
が

拡
大
発
展
し
、
離
婚
さ
せ
ら
れ
る
く
ら
い
な
ら
自
殺
し
よ
う
と
考
え
た
が
、
自
分
一
人
で
死
ぬ
と
夫
が
子
ど
も
二
人
の
面
倒
を
見
る
こ
と
に

な
り
夫
が
困
る
と
思
い
、
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
方
が
い
い
と
い
う
動
機
か
ら
、
自
宅
内
に
お
い
て
殺
意
を
も
っ
て
就
寝

中
の
次
男
（
当
時
一
歳
）
の
前
胸
部
を
出
刃
包
丁
で
突
き
刺
し
て
失
血
死
さ
せ
、
同
様
に
長
男
（
当
時
四
歳
）
に
も
約
一
八
日
間
の
入
院
加

療
を
要
す
る
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
例
で
あ
る
。
那
覇
地
裁
は
、
妄
想
性
障
害
と
責
任
能
力
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
掲
⑦
判
例
と
同
様
に
、﹁
妄

想
性
障
害
は
、
精
神
分
裂
病
（
※
現
在
は
統
合
失
調
症
）
と
異
な
り
自
我
障
害
が
な
く
あ
る
程
度
の
社
会
適
応
能
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
一

一
五
〇
一

妄
想
以
外
の
場
面
で
は
機
能
は
著
し
く
障
害
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
に
照
ら
す
と
、
妄
想
に
基
づ
く
行
為
以
外
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
通
常
、

責
任
能
力
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
妄
想
に
基
づ
く
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
病
状
の
程
度
、
犯
行
に
至
る
経
過
、
そ
の
動
機
、

態
様
等
の
諸
事
情
を
総
合
し
て
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
を
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
﹂
と
の
見
解
を
示
し
た
上
で
、
本
件
は
妄
想
内
容

自
体
が
犯
行
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
被
告
人
の
離
婚
妄
想
は
本
件
犯
行
の
動
機
形
成
に
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
被
告
人
は
妄
想

の
発
展
拡
大
と
と
も
に
心
理
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
最
終
的
に
犯
行
に
及
ん
だ
も
の
と
認
め
ら
れ
、
被
告
人
の
妄
想
は
、
本
件
犯
行
の
動
機

形
成
過
程
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
に
止
ま
ら
ず
、
本
件
犯
行
自
体
を
も
強
く
支
配
し
た
可
能
性
を
否
定
し
難
く
、
妄
想
性
障
害
の
た
め
に

他
行
為
選
択
可
能
性
も
失
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
そ
し
て
、
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
と
ま
で
は
断
定

で
き
な
い
が
、
被
告
人
に
本
件
犯
行
当
時
物
事
の
是
非
善
悪
を
弁
別
し
、
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
動
す
る
能
力
が
存
在
し
た
こ
と
に
は
合
理

的
な
疑
い
が
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

　

な
お
、
判
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
は
、
⑨
判
例
以
降
、
被
告
人
に
妄
想
性
障
害
を
認
め
て
心
神
喪
失
に
よ
る
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
も
の

は
な
く
、
判
例
は
妄
想
性
障
害
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
い
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）
₁₅
（

。

イ
　
心
神
耗
弱
事
例

　

⑫
判
例）
₁₆
（

は
、
被
告
人
が
、
宗
教
団
体
Ａ
会
か
ら
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て
い
る
と
の
被
害
・
嫉
妬
妄
想
を
抱
き
、
そ
の
元
凶
は
Ａ
会
会
員
の
女

性
と
の
結
婚
を
世
話
し
同
会
へ
の
勧
誘
を
し
た
仲
人
夫
婦
で
あ
る
と
思
い
込
ん
だ
末
、
同
夫
婦
お
よ
び
家
族
の
居
宅
に
侵
入
し
て
、
寝
て
い

た
者
の
布
団
や
火
災
に
気
づ
い
て
起
き
て
き
た
者
ら
に
ガ
ソ
リ
ン
を
か
け
て
炎
上
さ
せ
る
な
ど
し
て
居
宅
を
全
焼
さ
せ
た
上
、
一
名
を
死
亡

さ
せ
三
名
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
、
犯
行
当
時
、
Ａ
会
に
よ
る
組
織
的
嫌
が
ら
せ
が
あ
る
と
の
（
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅳ
に
よ

る
）
妄
想
性
障
害
の
た
め
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
完
全
責
任
能
力
を
認
定
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
死
刑
を
選
択
し
た
上
で
法
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
二

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
五
〇
二

律
上
の
減
軽
を
し
て
被
告
人
を
無
期
懲
役
に
処
し
た
事
例
で
あ
る
。
東
京
高
裁
は
、
被
告
人
は
妄
想
に
支
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
に
せ

よ
、
妄
想
に
よ
る
支
配
は
完
全
な
も
の
で
は
な
く
理
性
に
よ
る
行
動
制
御
能
力
が
あ
る
程
度
は
残
さ
れ
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
被
告
人
は
、
犯
行
当
時
、
妄
想
性
障
害
の
た
め
心
神
耗
弱
の
状
態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た
。
同
様
に
、
㉓
判
例（
（（
（

は
、
被

告
人
が
、
航
行
中
の
遊
覧
船
デ
ッ
キ
に
お
い
て
長
男
（
当
時
四
歳
）
を
溺
死
さ
せ
よ
う
と
考
え
、
同
人
の
身
体
を
持
ち
上
げ
て
デ
ッ
キ
か
ら

湖
水
内
に
投
げ
込
み
落
下
さ
せ
た
が
、
夫
が
湖
に
飛
び
込
む
な
ど
し
て
救
助
し
た
こ
と
か
ら
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
き
、
本
件
犯

行
当
時
、
被
告
人
が
妄
想
性
障
害
お
よ
び
適
応
障
害
の
た
め
心
神
耗
弱
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
執
行
猶
予
付
判
決
を
言
い

渡
し
た
事
例
で
あ
る
。
甲
府
地
裁
は
、
妄
想
性
障
害
が
本
件
犯
行
動
機
の
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
件
犯

行
当
時
、
被
告
人
は
、
妄
想
性
障
害
お
よ
び
適
応
障
害
と
い
う
病
気
の
影
響
に
よ
っ
て
責
任
能
力
が
著
し
く
減
退
し
て
い
る
心
神
耗
弱
の
状

態
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た
。

　

な
お
、
判
例
は
、
心
身
耗
弱
事
例
に
お
い
て
、﹁
弁
識
能
力
お
よ
び
制
御
能
力
が
著
し
く
減
退
し
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
﹂
と
判
示
し
て

お
り
、
両
者
を
わ
け
て
検
討
し
た
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

ウ
　
完
全
責
任
能
力
事
例

　

既
述
の
よ
う
に
、
妄
想
性
障
害
は
妄
想
時
以
外
で
は
日
常
の
社
会
生
活
に
お
け
る
適
応
性
も
よ
い
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
判

例
上
も
、
妄
想
性
障
害
を
有
す
る
被
告
人
に
つ
い
て
犯
行
当
時
に
は
完
全
責
任
能
力
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
事
例
が
多
い
。
⑳
判
例）
₁₈
（

は
、
同

じ
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
女
性
と
交
際
し
て
い
た
被
告
人
が
、
同
女
性
が
他
の
入
所
男
性
と
浮
気
を
し
て
い
る
と
の
妄
想
を
伴
う
（
嫉
妬

型
）
妄
想
性
障
害
に
り
患
し
、
同
女
性
に
対
し
顔
面
を
手
拳
で
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
て
傷
害
を
負
わ
せ
、
浮
気
相
手
と
妄
想
し
た

男
性
に
対
し
殺
意
を
も
っ
て
胸
部
等
を
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
す
な
ど
し
て
殺
害
し
た
事
案
で
あ
る
。
高
松
地
裁
は
、﹁（
被
告
人
の
）
被
害
女
性
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
三

一
五
〇
三

や
被
害
男
性
に
対
す
る
嫉
妬
心
か
ら
各
犯
行
に
及
ん
だ
と
い
う
動
機
が
十
分
了
解
可
能
で
人
格
親
和
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、特
に
、

殺
人
の
犯
行
に
つ
い
て
は
、
凶
器
を
準
備
す
る
な
ど
し
て
、
心
臓
に
ほ
ど
近
い
部
分
を
一
撃
の
う
ち
に
突
き
刺
す
と
い
っ
た
合
目
的
的
な
行

動
に
出
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
妄
想
性
障
害
に
よ
っ
て
、
被
告
人
の
是
非
弁
別
能
力
及
び
行
動
制
御
能
力
が
著
し
く
減

退
し
て
な
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
﹂
と
判
示
し
て
、
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
。

　

他
方
、
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
も
の
の
、
妄
想
性
障
害
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
量
刑
事
情
に
考
慮
し
た
も
の
と
し
て
⑲
判

例）
₁₉
（

が
あ
る
。
⑲
判
例
は
、
自
動
車
工
場
の
元
従
業
員
で
あ
る
被
告
人
が
、
同
工
場
敷
地
内
で
普
通
乗
用
自
動
車
を
暴
走
さ
せ
、
従
業
員
ら
に

次
々
と
衝
突
し
て
一
人
を
殺
害
し
、
一
一
人
に
重
軽
傷
を
負
わ
せ
た
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
の
精
神
障
害
は
犯
行
に
相
当
程
度
の
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
が
そ
の
程
度
は
著
し
い
も
の
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
か
ら
、
被
告
人
は
犯
行
時
完
全
責
任
能
力
を
有
し
て
い
た
も
の
と
認

め
ら
れ
る
と
し
て
無
期
懲
役
に
処
し
た
事
例
で
あ
る
。
広
島
地
裁
は
、
精
神
鑑
定
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
結
果
と
し
て
、﹁
本
件
犯
行
に
は
、

妄
想
性
障
害
と
い
う
精
神
障
害
が
相
当
程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
の
、
本
件
犯
行
は
、
性
格
や
人
生
観
な
ど
被
告
人
の
人
格
に
基

づ
く
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
え
る
部
分
が
な
お
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
精
神
障
害
は
犯
行
に
相
当

程
度
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
そ
の
程
度
は
著
し
い
も
の
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
﹂
と
判
示
し
て
被
告
人
に
完

全
責
任
能
力
を
認
め
た
。
し
か
し
、
量
刑
事
情
に
お
い
て
、﹁
本
件
は
死
刑
の
選
択
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
案
と
い
え
る
。
⋮
犯
行
の
動
機

の
形
成
に
は
、
妄
想
性
障
害
が
相
当
程
度
影
響
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
治
療
の
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
被
告
人
に
改
善
可
能
性

が
な
い
と
も
判
断
で
き
な
い
﹂
な
ど
と
し
て
死
刑
を
回
避
し
て
無
期
懲
役
を
言
い
渡
し
た
。
同
様
に
、
㉘
判
例（
（（
（

は
、
被
告
人
が
、
予
備
校
自

習
室
に
お
い
て
殺
意
を
も
っ
て
被
害
者
の
左
胸
部
等
を
包
丁
で
複
数
回
突
き
刺
す
な
ど
し
た
殺
人
未
遂
等
の
事
案
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、﹁
か

な
り
強
い
殺
意
に
基
づ
く
生
命
侵
害
の
危
険
性
が
高
い
犯
行
で
あ
っ
て
、
被
害
者
の
傷
害
結
果
も
重
大
で
あ
る
が
、
妄
想
性
障
害
の
影
響
下

で
の
衝
動
的
犯
行
と
い
う
側
面
も
あ
る
﹂
こ
と
を
考
慮
し
て
懲
役
一
五
年
の
求
刑
に
対
し
懲
役
一
〇
年
を
言
い
渡
し
た
。
ま
た
、㉙
判
例（
（（
（

も
、
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
四

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
五
〇
四

被
告
人
が
、
現
行
犯
人
と
し
て
逮
捕
す
る
た
め
被
告
人
を
取
り
押
さ
え
た
巡
査
部
長
に
よ
る
身
体
拘
束
を
解
こ
う
と
し
て
同
人
の
右
腰
に
装

着
さ
れ
た
拳
銃
入
れ
か
ら
拳
銃
を
抜
き
出
し
、
同
人
に
対
し
て
弾
丸
一
発
を
発
射
し
右
上
腕
部
に
命
中
さ
せ
て
傷
害
を
負
わ
せ
職
務
の
執
行

を
妨
害
す
る
な
ど
し
た
事
案
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、﹁
妄
想
性
障
害
は
動
機
形
成
に
あ
る
程
度
の
影
響
が
あ
っ
た
﹂
と
し
て
量
刑
事
情
の
中

で
障
害
の
影
響
を
考
慮
し
て
い
る
。

四
　
本
判
決
の
検
討

㈠
　
刑
事
責
任
能
力
判
断
と
精
神
鑑
定
意
見
に
関
す
る
近
時
の
二
つ
の
最
高
裁
判
例

ア
　
最
高
裁
平
成
二
〇
年
判
決

　

弁
護
人
側
が
控
訴
理
由
の
中
で
引
用
し
た
最
高
裁
平
成
二
〇
年
四
月
二
五
日
判
決
は
、
精
神
鑑
定
の
信
用
性
の
評
価
と
刑
事
責
任
能
力
判

断
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
刑
法
三
九
条
に
い
う
心
神
喪
失
・
心
神
耗
弱
は
法
律
上
の
概
念
で
あ
り
、
被
告

人
が
心
神
喪
失
者
・
心
神
耗
弱
者
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
責
任
能
力
の
有
無
の
判
断
も
ま
た
法
律
判
断
で
あ
っ
て
、
司
法
精
神
医
学
の
観
点

か
ら
な
さ
れ
た
精
神
鑑
定
の
結
果
は
裁
判
所
を
拘
束
し
な
い
こ
と
が
判
例
上
確
認
さ
れ
て
い
る
（
不
拘
束
説
））
₂₂
（

。
最
高
裁
は
、
本
判
決
に
お

い
て
、﹁
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精
神
障
害
の
有
無
及
び
程
度
並
び
に
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
与
え
た
影
響
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て

は
、
そ
の
診
断
が
臨
床
精
神
医
学
の
本
分
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
専
門
家
た
る
精
神
医
学
者
の
意
見
が
鑑
定
等
と
し
て
証
拠
と
な

っ
て
い
る
場
合
に
は
、
鑑
定
人
の
公
正
さ
や
能
力
に
疑
い
が
生
じ
た
り
、
鑑
定
の
前
提
条
件
に
問
題
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
採
用

し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
の
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
認
定
す
べ
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
判

示
し
て
、
精
神
鑑
定
を
ど
の
程
度
尊
重
す
べ
き
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
言
及
は
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
精
神
鑑
定
と
い
う
証
拠
の
証
明
力
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
五

一
五
〇
五

に
一
定
の
指
針
を
与
え
た
と
し
て
注
目
を
集
め
た）
₂₃
（

。
し
た
が
っ
て
、
最
高
裁
平
成
二
〇
年
判
決
は
、
裁
判
所
は
、
専
門
家
が
経
験
科
学
的
・

臨
床
的
に
述
べ
る
意
見
を
採
用
し
な
い
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
の
合
理
的
な
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
臨
床
精
神
医
学
の
本
分
で
あ
る

精
神
障
害
の
有
無
お
よ
び
程
度
に
関
す
る
精
神
医
学
の
専
門
的
知
見
に
基
づ
く
意
見
に
つ
い
て
は
、
鑑
定
人
の
公
正
さ
や
能
力
に
疑
い
が
生

じ
た
場
合
や
、
鑑
定
の
前
提
事
実
が
裁
判
所
の
認
定
し
た
も
の
と
異
な
る
な
ど
鑑
定
の
前
提
条
件
に
問
題
が
あ
る
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
原

則
と
し
て
そ
の
意
見
は
十
分
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
実
務
上
の
一
般
的
な
理
解
を
確
認
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る）
₂₄
（

。

イ
　
最
高
裁
平
成
二
一
年
決
定

　

二
審
が
参
照
判
例
に
あ
げ
た
最
高
裁
平
成
二
一
年
一
二
月
八
日
決
定
は
、精
神
鑑
定
の
一
部
を
採
用
し
た
場
合
と
刑
事
責
任
能
力
の
有
無
・

程
度
の
判
断
が
問
題
と
な
っ
た
。
司
法
精
神
医
学
の
専
門
家
に
よ
る
鑑
定
や
証
言
は
、
責
任
能
力
判
断
に
お
い
て
重
要
な
資
料
と
な
る
。
し

か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
の
判
断
は
法
律
判
断
で
あ
り
、
前
掲
最
高
裁
昭
和
五
九
年
決
定
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た

よ
う
に
、
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
の
判
断
は
、
被
告
人
の
犯
行
当
時
の
病
状
、
犯
行
前
の
生
活
状
態
、
犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を
総
合
し

て
判
定
す
べ
き
と
す
る
﹁
諸
事
情
の
総
合
判
断
﹂
と
い
う
基
準
が
判
例
上
確
立
さ
れ
て
い
る
。
最
高
裁
平
成
二
一
年
決
定
は
、
不
拘
束
説
に

立
つ
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
弁
護
人
が
上
告
趣
意
に
お
い
て
引
用
し
た
前
掲
最
高
裁
平
成
二
〇
年
判
決
を
確
認
し
、﹁
専
門
家
た
る
精

神
医
学
者
の
精
神
鑑
定
等
が
証
拠
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
鑑
定
の
前
提
条
件
に
問
題
が
あ
る
な
ど
、
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら

れ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
そ
の
意
見
を
採
用
せ
ず
に
、
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
犯
行
当
時
の
病
状
、
犯
行
前
の
生
活

状
態
、
犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を
総
合
し
て
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
五
九
年
決
定
に
い
う
諸
事
情
の
総
合
判
断

の
枠
組
み
を
維
持
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
判
示
し
た
。
そ
し
て
、﹁
裁
判
所
が
精
神
鑑
定
の
一
部
を
採
用
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
責
任
能

力
の
有
無
・
程
度
に
つ
い
て
、
当
該
意
見
の
他
の
部
分
に
事
実
上
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
上
記
事
情
を
総
合
し
て
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
六

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
五
〇
六

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
、
鑑
定
結
果
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
最
終
的
に
は
裁
判
所
が
検
討
・
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。

㈡
　
本
判
決
の
検
討

　

本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
最
高
裁
は
、﹁
Ｃ
鑑
定
意
見
に
よ
れ
ば
、
本
件
犯
行
当
時
、
被
告
人
が
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
お
り
、
本
件

犯
行
も
一
定
程
度
そ
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
﹂
と
し
て
お
り
、
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精

神
障
害
が
存
在
し
、
こ
れ
が
心
理
学
的
要
素
に
一
定
程
度
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
限
度
で
は
Ｃ
鑑
定
意
見
を
十
分
に
尊
重
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
は
、
Ｃ
鑑
定
意
見
は
、
被
告
人
と
被
害
者
側
と
の
長
年
に
わ
た
る
確
執
、
そ
れ
が
深
刻
に
な
っ
た
地
域
的
社
会
的
背

景
要
因
、
被
告
人
の
元
来
の
性
格
特
徴
と
動
機
形
成
と
の
関
連
性
な
ど
、
本
件
犯
行
に
特
有
な
事
情
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
が
な
い
ま
ま
結

論
を
下
し
て
い
る
と
の
原
判
決
の
指
摘
を
支
持
し
て
、﹁
Ｃ
鑑
定
意
見
中
、
被
告
人
が
、
妄
想
性
障
害
に
よ
り
、
そ
の
判
断
能
力
に
著
し
い

程
度
の
障
害
を
受
け
て
い
た
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
⋮
、
こ
れ
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
﹂
る
と
し
て
同
鑑
定
意

見
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
本
件
で
は
、
鑑
定
人
の
公
正
さ
や
能
力
に
疑
い
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
妄
想
性
障
害
が
被
告
人
の
判
断
能

力
に
与
え
た
影
響
の
程
度
に
関
す
る
判
断
の
前
提
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
の
鑑
定
人
の
認
定
お
よ
び
評
価
、
す
な
わ
ち
、
Ｃ
医
師
が
、
被
告

人
が
七
名
も
の
人
間
を
連
続
的
に
殺
害
す
る
と
い
う
の
は
尋
常
な
こ
と
で
は
な
く
、
妄
想
性
障
害
の
影
響
で
衝
動
性
や
攻
撃
性
が
高
ま
っ
て

い
た
と
こ
ろ
に
、
き
っ
か
け
と
な
る
隣
人
と
の
口
論
が
あ
っ
て
爆
発
的
に
興
奮
し
た
か
ら
こ
そ
で
き
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
原
因
と
な
る

妄
想
性
障
害
が
な
け
れ
ば
本
件
犯
行
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
趣
旨
の
意
見
が
、
被
告
人
の
生
来
の
性
格
傾
向
、
被
告
人

が
供
述
す
る
と
こ
ろ
の
動
機
の
了
解
可
能
性
、
唯
一
の
精
神
症
状
で
あ
る
妄
想
の
内
容
、
合
目
的
的
で
首
尾
一
貫
し
た
犯
行
態
様
、
犯
行
時

の
記
憶
に
大
き
な
欠
落
が
な
い
と
い
う
事
情
か
ら
す
れ
ば
、﹁
妄
想
性
障
害
が
本
件
犯
行
に
与
え
た
影
響
は
そ
の
限
度
に
と
ど
ま
る
上
、
被
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
七

一
五
〇
七

告
人
の
妄
想
の
内
容
は
、
現
実
の
出
来
事
に
基
礎
を
置
い
て
生
起
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
十
分
に
理
解
可
能
で
、
こ
れ
に
よ
り
被
害
者
意
識

や
怨
念
が
強
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
一
事
を
も
っ
て
、
判
断
能
力
の
減
退
を
認
め
る
の
は
、
相
当
と
は
い
え
な
い
﹂
と
す
る
裁
判
所
の

認
定
お
よ
び
評
価
と
異
な
っ
た
た
め
、Ｃ
鑑
定
意
見
を
採
用
し
得
な
い
理
由
と
な
っ
た）
₂₅
（

。
こ
の
最
高
裁
の
判
断
に
対
し
て
、
本
件
に
お
い
て
、

最
高
裁
は
Ｃ
鑑
定
意
見
を
退
け
る
の
に
十
分
な
合
理
的
事
情
が
あ
る
と
す
る
が
説
明
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
、
妄
想
性
障
害
の
特
徴
に
鑑
み

れ
ば
、
被
告
人
の
行
動
や
動
機
に
お
け
る
了
解
可
能
性
と
い
う
判
断
基
準
が
妄
想
性
障
害
の
影
響
の
有
無
を
判
断
す
る
の
に
適
し
て
い
る
か

は
疑
問
で
あ
る
な
ど
と
す
る
批
判）
₂₆
（

が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
責
任
能
力
の
判
断
基
準
と
し
て
、
専
ら
心
理
学
的
方
法
を
用
い
る
わ
け

で
は
な
く
混
合
的
方
法
を
用
い
る
以
上
、
精
神
鑑
定
の
結
果
を
尊
重
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
実
務
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
運
用
が
な
さ

れ
て
い
る
が）
₂₇
（

、
既
述
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
責
任
能
力
の
有
無
は
法
律
判
断
で
あ
っ
て
専
ら
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
以
上
、

裁
判
所
が
精
神
医
学
の
専
門
家
た
る
鑑
定
人
の
意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
本
件
事
案
に
つ
き
慎
重
に
か
つ
丁
寧
に
行
っ
た
諸
事
情
の
総
合
判
断

の
結
果
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
件
被
告
人
は
、
犯
行
当
時
、
妄
想
性
障
害
に
よ
る
被
害
妄
想
に
支
配
さ
れ
た
状
態
に

陥
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
障
害
の
影
響
を
一
定
程
度
受
け
て
い
た
と
は
い
え
被
告
人
自
身
の
判
断
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
部
分
が
大
き

い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
最
高
裁
の
結
論
は
支
持
で
き
る
。

五
　
本
判
決
の
意
義

　

本
判
決
は
事
例
判
断
で
は
あ
る
が
、
妄
想
性
障
害
に
り
患
し
た
者
の
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
き
、
最
高
裁
が
初
め
て
解
釈
を
示
し
た
点

で
注
目
さ
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
妄
想
性
障
害
の
場
合
、﹁
妄
想
の
犯
行
に
対
す
る
支
配
の
有
無
・
程
度
﹂
が
責
任
能
力
を
判
断
す
る
際

に
重
要
な
基
準
と
な
る
が
、
本
判
決
は
、
妄
想
性
障
害
と
い
う
精
神
障
害
が
本
件
犯
行
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
被
告
人
の
本
来
の
人
格
傾
向
と
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）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
八

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
五
〇
八

犯
行
と
の
関
連
性
の
程
度
に
つ
い
て
事
案
を
丁
寧
に
検
討
し
た
上
で
結
論
を
導
い
て
お
り
、
そ
の
判
断
手
法
は
、
今
後
の
下
級
審
判
例
、
特

に
、
分
か
り
や
す
さ
が
求
め
ら
れ
る
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る）
₂₈
（

。
ま
た
、
責
任
能
力
判
断
の
際
の
精
神
鑑

定
意
見
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
近
時
の
最
高
裁
判
例
を
含
む
従
来
の
判
例
の
判
断
枠
組
み
・
方
法
を
確
認
・
踏
襲
し
た
上
で
、

妄
想
性
障
害
が
被
告
人
の
判
断
能
力
に
与
え
た
影
響
の
程
度
に
関
す
る
判
断
の
前
提
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
鑑
定
人
と
裁
判
所
の
認
定
が
異

な
る
場
合
に
、
鑑
定
意
見
の
一
部
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
鑑
定
意
見
の

結
論
を
導
く
過
程
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、
鑑
定
の
前
提
条
件
に
問
題

が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
す
る
事
情
を
具
体
的
に
示
し
た
点
に
意
義
が
あ
る）
₂₉
（

。

　

妄
想
性
障
害
は
、
責
任
能
力
判
断
が
争
わ
れ
る
事
案
で
よ
く
検
討
さ
れ
る
妄
想
型
の
統
合
失
調
症
と
は
異
な
り
、
妄
想
が
特
定
の
対
象
に

限
定
し
て
生
じ
、
妄
想
の
影
響
も
そ
の
部
分
に
限
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
に
よ
り
、
実
務
に
お
い
て
、
鑑
定
意

見
の
取
り
扱
い
も
含
め
て
疾
患
の
特
徴
に
配
慮
し
た
丁
寧
な
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

本
判
決
の
評
釈
等
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
浅
田
和
茂
﹁
精
神
医
学
者
の
鑑
定
結
果
を
採
用
せ
ず
死
刑
を
言
い
渡
し
た
原
判
決
が

維
持
さ
れ
た
事
例
﹂
新
・
判
例
解
説W

atch

◆
刑
法N

o.108
（
二
〇
一
六
年
）
一
頁
、
岡
上
雅
美
﹁
医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
し
得
ず
、

妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
二
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
一

六
年
）
一
四
九
頁
、
同
﹁
妄
想
性
障
害
と
責
任
能
力
︱
責
任
能
力
の
体
系
的
地
位
に
も
関
連
さ
せ
て
︱
﹂
井
田
良
他
編
集
﹃
浅
田
和
茂
先
生

古
稀
祝
賀
論
文
集
［
上
巻
］﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
二
八
一
頁
以
下
、
豊
田
兼
彦
﹁
精
神
医
学
者
の
意
見
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な

事
情
が
認
め
ら
れ
た
事
例
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
二
九
頁
、
前
田
雅
英
﹁
責
任
能
力
の
総
合
判
定
﹂
捜
査
研
究
七

七
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
五
頁
、
安
田
拓
人
﹁
責
任
能
力
の
具
体
的
判
断
﹂
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
五
［
Ⅰ
］
二
八
頁
、
山
中
友
里
﹁
妄



（　
　
　
　

）

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
〇
九

一
五
〇
九

想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
が
実
行
し
た
殺
人
、
殺
人
未
遂
等
の
事
案
に
つ
き
、
精
神
科
医
の
鑑
定
意
見
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的

な
事
情
が
認
め
ら
れ
た
事
例
﹂
年
報
医
事
法
学
三
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
三
頁
。

（
1
）　

表
出
性
言
語
障
害
と
は
、
言
葉
の
理
解
は
年
齢
相
応
で
、
話
す
こ
と
に
遅
れ
が
見
ら
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
害
の
一
種
を
い
う
。

（
2
）　

刑
集
六
二
巻
五
号
一
五
五
九
頁
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
拙
稿
﹁
責
任
能
力
判
断
と
精
神
鑑
定
﹂
明
治
学
院
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

一
一
一
頁
。

（
3
）　

最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
二
三
二
号
九
五
頁
。

（
4
）　

刑
集
六
三
巻
一
一
号
二
八
二
九
頁
。
本
決
定
の
評
釈
と
し
て
、
拙
稿
﹁
精
神
鑑
定
の
一
部
を
採
用
し
た
場
合
と
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
の
判
断
﹂
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一

〇
︹
Ⅰ
︺
三
二
頁
。

（
5
）　

髙
橋
三
郎
＝
大
野
裕
監
訳
﹃
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
５
精
神
疾
患
の
分
類
と
診
断
の
手
引
き
﹄（
医
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
）
四
三
︱
四
四
頁
。

（
6
）　

ア
レ
ン
・
フ
ラ
ン
セ
ス
著
、
大
野
裕
他
訳
﹃
精
神
疾
患
診
断
エ
ッ
セ
ン
ス
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
５
の
上
手
な
使
い
方
﹄（
金
剛
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
一
二
七
︱
一
三
〇
頁
。

（
7
）　

融
道
男
他
監
訳
﹃
精
神
お
よ
び
行
動
の
障
害 
臨
床
記
述
と
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹄（
医
学
書
院
、
一
九
九
三
年
）
一
〇
七
︱
一
〇
八
頁
。

（
8
）　

メ
ル
ク
マ
ニ
ュ
ア
ル
家
庭
版
よ
り
。

（
9
）　

安
藤
久
美
子
＝
岡
田
幸
之
﹁
パ
ラ
ノ
イ
ア
／
妄
想
性
障
害
と
司
法
精
神
医
学
﹂
臨
床
精
神
医
学
四
二
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
一
︱
一
〇
五
頁
。

（
10
）　

大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
三
版
四
五
三
頁
。

（
11
）　

針
間
博
彦
﹁
妄
想
性
障
害
と
そ
の
周
辺
︱
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
Ⅳ
と
Ｄ
Ｓ
Ｍ
︱
５
﹂
臨
床
精
神
医
学
四
二
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
頁
。

（
12
）　

千
葉
地
裁
平
成
二
年
一
〇
月
一
五
日
判
決
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
七
一
号
二
八
三
頁
。

（
13
）　

刑
集
三
八
巻
八
号
二
七
八
三
頁
。

（
14
）　

那
覇
地
裁
平
成
九
年
七
月
一
八
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四
二
〇
五
一
七
。

（
15
）　

岡
上
雅
美
﹁
妄
想
性
障
害
と
責
任
能
力
︱
責
任
能
力
の
体
系
的
地
位
に
も
関
連
さ
せ
て
︱
﹂
井
田
良
他
編
集
﹃
浅
田
和
茂
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
［
上
巻
］﹄（
成
文
堂
、
二

〇
一
六
年
）
二
九
一
頁
。

（
16
）　

東
京
高
裁
平
成
一
五
年
一
二
月
九
日
判
決
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
集
（
平
一
五
）
一
一
三
頁
。
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同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
一
〇

医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

一
五
一
〇

（
17
）　

甲
府
地
裁
平
成
二
六
年
五
月
二
六
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
五
〇
四
〇
八
五
。

（
18
）　

高
松
地
裁
平
成
二
四
年
一
〇
月
九
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四
八
三
〇
七
一
。

（
19
）　

広
島
地
裁
平
成
二
四
年
三
月
九
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
四
八
〇
九
一
〇
。

（
20
）　

福
岡
地
裁
小
倉
支
部
平
成
二
七
年
六
月
二
二
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
五
四
〇
八
七
四
。

（
21
）　

名
古
屋
地
裁
岡
崎
支
部
平
成
二
七
年
六
月
二
六
日
判
決L

ex/D
B

文
献
番
号
二
五
五
四
〇
七
三
〇
。

（
22
）　

前
掲
最
高
裁
昭
和
五
八
年
九
月
一
三
日
決
定
。
た
だ
し
、
本
決
定
は
、
鑑
定
の
資
料
と
な
っ
た
客
観
的
事
実
に
つ
い
て
誤
り
が
な
く
、
か
つ
、
医
学
上
合
理
的
な
方
法
と
客

観
性
を
も
っ
た
明
確
な
基
準
で
鑑
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
ま
で
拘
束
性
が
否
定
さ
れ
る
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
と
す
る
も
の
と
し
て
、

大
谷
實
・
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
［
第
五
版
］
一
六
三
頁
。

（
23
）　

し
か
し
、
そ
の
後
の
差
戻
審
（
東
京
高
裁
平
成
二
一
年
五
月
二
五
日
判
決
判
例
時
報
二
〇
四
九
号
一
五
〇
頁
）
は
、
最
高
裁
が
基
本
的
に
信
用
す
る
に
足
り
る
と
し
た
二
件

の
精
神
鑑
定
を
排
斥
し
、
従
来
の
指
針
、
す
な
わ
ち
、
前
掲
最
高
裁
昭
和
五
九
年
決
定
に
い
う
﹁
責
任
能
力
の
有
無
・
程
度
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
犯
行
当
時
の
病
状
、
犯

行
前
の
生
活
状
態
、犯
行
の
動
機
・
態
様
等
を
総
合
し
て
判
定
す
べ
き
﹂
で
あ
る
と
す
る
﹁
諸
事
情
の
総
合
判
断
﹂
と
い
う
枠
組
み
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
24
）　

前
田
巌
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
二
〇
年
度
三
六
〇
頁
以
下
。

（
25
）　

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
一
五
号
七
八
︱
七
九
頁
の
本
件
解
説
。

（
26
）　

岡
上
雅
美
﹁
医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
し
得
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
二
七
年
度
重
要
判

例
解
説
（
二
〇
一
六
年
）
一
五
〇
頁
。
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
浅
田
和
茂
﹁
精
神
医
学
者
の
鑑
定
結
果
を
採
用
せ
ず
死
刑
を
言
い
渡
し
た
原
判
決
が
維
持
さ
れ

た
事
例
﹂
新
・
判
例
解
説W

atch

◆
刑
法V

ol.20N
o.2

（
二
〇
一
六
年
）
一
九
九
頁
。﹁
犯
行
の
了
解
可
能
性
﹂
の
概
念
の
理
解
は
法
律
家
と
精
神
科
医
に
よ
っ
て
異
な
る
こ

と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
判
断
権
者
の
主
観
が
大
き
く
影
響
す
る
概
念
を
判
断
資
料
と
し
て
用
い
る
際
に
は
裁
判
所
は
慎
重
な
検
討
を
行
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
見
了
解
可
能
な

よ
う
に
見
え
て
も
実
は
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
誤
っ
た
判
断
を
し
な
い
た
め
に
も
、
鑑
定
人
の
鑑
定
意
見
を
十
分
に
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
山
中
友
里

﹁
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
が
実
行
し
た
殺
人
、
殺
人
未
遂
等
の
事
案
に
つ
き
、
精
神
科
医
の
鑑
定
意
見
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
た
事
例
﹂

年
報
医
事
法
学
三
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
七
頁
。
ま
た
、
妄
想
性
障
害
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
被
害
者
意
識
・
怨
念
が
固
定
化
・
強
化
さ
れ
て
撤
回
不
可
能
な
程
度
に
達

し
て
い
た
（
そ
の
た
め
に
殺
意
を
抱
く
に
至
っ
た
）
と
す
れ
ば
、
弁
識
能
力
が
著
し
く
限
定
し
て
い
た
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
弁
識
に
従
っ
て
制
御
す
る
能
力
が
著
し
く
限
定

し
て
い
た
疑
い
は
否
定
で
き
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
浅
田
・
前
掲
註
（
26
）
四
頁
。

（
27
）　

西
田
典
之
他
編
集
﹃
注
釈
刑
法
第
一
巻
総
論§§1-72

﹄（
有
斐
閣
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
、
二
〇
一
〇
年
）
六
一
七
頁
。
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医
師
の
鑑
定
意
見
を
採
用
せ
ず
、
妄
想
性
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
完
全
責
任

能
力
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

同
志
社
法
学　

六
九
巻
四
号�

二
一
一

一
五
一
一

（
28
）　

本
判
決
は
、
裁
判
員
裁
判
も
含
め
た
近
時
の
判
例
に
お
い
て
完
全
に
定
着
し
て
い
る
、
精
神
障
害
の
犯
行
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
被
告
人
の
本
来
の
性
格
と
の
関
連
性
の
双
方

向
か
ら
の
説
明
可
能
性
を
踏
ま
え
た
責
任
能
力
の
具
体
的
判
断
の
一
例
を
示
し
た
も
の
と
し
て
価
値
は
高
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
安
田
拓
人
﹁
責
任
能
力
の
具
体
的
判
断
﹂

判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
五
［
Ⅰ
］
二
八
頁
。

（
29
）　

同
様
の
見
解
と
し
て
、
豊
田
兼
彦
﹁
精
神
医
学
者
の
意
見
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
た
事
例
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
二
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
二
九
頁
。




